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　「維持管理の時代」と言われて久しい。今から約

20年前、私が県職員試験の面接を受けた際も「これ

からは維持管理の時代になると思うので、維持管理

に関わる仕事を担当したいです」と答えたことを記

憶している。

　時が経ち、今は正に「維持管理の時代」である。

私の専門は道路であり、今回は道路橋（以下「橋梁」）

の維持管理に関して私見を述べる。

　橋梁の老朽化対策が本格化した経緯は、今から約

８年前に遡る。平成24年12月に中央自動車道笹子ト

ンネル上り線の天井板落下事故が発生、９名の尊い

命が犠牲となった。この事故を契機として、平成25

年に道路法が改正され、橋梁を始めとした異状が生

じた場合に交通に大きな支障を及ぼすおそれがある

構造物は、５年に１回、近接目視による定期点検と

健全性の診断（以下「法定点検」）を行うことが義

務化された。

　法定点検では、橋梁の健全性をⅠからⅣ（Ⅰ：健

全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊

急措置段階）の４段階に分類する。段階が上がるに

従って状態が悪くなることを示し、例えば、健全性

が「Ⅲ」になると、構造物の機能に支障が生じる可

能性があるため、次回の定期点検（５年後）までに

修繕等の措置を講じなければならない。また、「Ⅳ」

になれば、構造物の機能に支障が生じている、また

は生じる可能性が著しく高いと考えられ、道路利用

者の安全確保の観点から、通行止等の緊急の措置を

講じなければならない。

　本県には、国、県、市町村等を含めて、令和元年

度末で約１万4000橋の橋梁が存在する。平成26年度

から開始した法定点検は平成30年度で１巡したが、

その結果、全橋梁の約１割（1352橋）の橋梁が「Ⅲ」

または「Ⅳ」と判定されている。先に述べたように、

これらの橋梁は、法定点検から５年以内に（「Ⅳ」

は速やかに）修繕等の措置を行う必要があるが、そ

の修繕完了率は、国が58％であるのに対して、県お

よび市町村は18％に留まる。令和元年度からは２巡

目の法定点検に着手しているが、本来、それまでに

修繕する必要があった平成26年度の法定点検実施橋

梁の修繕完了率を見ても、国が100％であるのに対

して、県は35％、市町村は21％と地方公共団体で著

しく低い。これは、全国的にも同様の傾向となって

いる。

　そのような中、昨年12月に国の「防災・減災、国

土強靱化のための５か年加速化対策（以下「加速化

対策」）」が閣議決定された。加速化対策では、重

点的に取り組むべき対策として、「予防保全型インフ

ラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策」が掲

げられ、道路施設の老朽化対策では「地方公共団体

が管理する道路の緊急または早期に対策を講ずべき

橋梁の修繕措置率」を令和元年度の約34％から令和

７年度には約73％とすることが達成目標とされた。

地方公共団体には、厳しい財政状況や技術者不足等

の特有の課題はあるものの、橋梁の維持管理に携わ

る者としてはこの加速化対策は大変心強く、停滞し

ていた橋梁の老朽化対策の推進に向けて意を新たに

したところである。

　さて、橋梁の維持管理を行う上で、それぞれの橋

梁のライフサイクルコストを最小化する「延命化」

が重要なことは言うまでもないが、それに加えて「平

準化」の観点を忘れてはならない。先に述べた本県

の全橋梁約１万4000橋のうち、県が管理する国道お

よび県道の橋梁は約2800橋存在するが、その半数近

くが高度経済成長期を中心とした1950年代から1970

年代に建設されている。仮に、橋梁の寿命を「道路

橋示方書（平成29年）」の設計供用期間である100

年と仮定すると、約30年後の2050年頃から一斉に橋

梁が更新時期を迎えるのである。更新に合わせて橋

梁の集約化を図るという考えもあるが、住民の合意

形成を得ることは容易ではなく、大幅に管理橋梁数

を減らすことは難しい。全ての橋梁を同じように「延

命化」したのでは、更新のピークを先延ばしにした

に過ぎず、将来に禍根を残すことになるのは自明で

ある。持続可能なインフラメンテナンスを実現する

上では、「延命化」と架替時期の前倒しを含む計画的

更新による「平準化」を組み合わせ、橋梁全体の維

持管理の「最適化」を図る必要があり、多くの橋梁

が大規模更新時期を迎える前のこれからの約30年の

取組が重要と考える。

　東日本大震災津波の発生から間もなく10年を迎え

る。この間、復興事業等により、県管理道路だけで

も100橋以上の橋梁が集中して建設されており、県

民生活を支えるこれらのインフラを適切に維持管理

し、未来につなげていかなければならない。

　「維持管理の時代」は、これからも続いていく。
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補修工事を進める千歳橋

　県南広域振興局土木部一関土木

センターは、橋梁の長寿命化に向

けた補強や修繕について今年度、

一関市花泉町、藤沢町の主要地方

道花泉藤沢線の北上川橋などで施

工、一関市の国道284号の上の橋

などについて設計を推進。計画的

に補強や修繕を図り、長寿命化を

図っていく。

　今年度実施している橋梁につい

て見ると、北上川橋では、橋脚の

補強を計画し、現在Ｐ２の施工が

進む。一関市の主要地方道一関大

東線の千歳橋は、橋脚Ｐ１～Ｐ５

の補強が完了し、補修工事を今年

度から実施している状況で、高力

ボルト交換工や支承塗装塗替工

（金属溶射）を補修の内容として

いる。

　このほか、一関市の主要地方道

一関北上線の中里橋についても修

繕工を検討している。同橋は、国

土交通省で整備を進める一関遊水

地の本堤（周囲堤）を挟む形で堤

内地側と堤外地側が架かる。本堤

（周囲堤）から民家などが立ち並

ぶ側が堤内地側で、一関市道やＪ

Ｒ東北本線を跨線する橋となって

いる。堤外地側は、本堤（周囲堤）

から水田側に架かる橋梁で一関市

で管理する農道が橋下を走る。

　設計は、上の橋のほか、一関市

の国道284号磐井橋や旭町跨線

橋、平泉町長島の一般県道相川平

泉線の高館橋で実施。以前に実施

した橋梁の点検結果を受けて、補

修を計画した。旭町跨線橋に関し

ては、ＪＲを跨線していることか

ら、ＪＲとの協議も行い事業を進

める。

　今年度で施工や設計を計画する

橋の概要は次の通り。橋梁名に続

き①路線名②位置する市町③橋長

④形式⑤完成年－の順。

　▽北上川橋①主要地方道花泉藤

沢線②一関市花泉町、藤沢町③27

5㍍④３径間連続鋼下路式トラス

橋⑤1968年

　▽千歳橋①主要地方道一関大東

線②一関市③434.1㍍④６径間下

路式トラス橋⑤1978年

　▽中里橋（堤内地側）①主要地

方道一関北上線②一関市③236.0

㍍④３径間連続ＰＣプレテンＴ桁

×３連＋単純ＰＣポステンＴ桁＋

２径間連続ＰＣプレテンＴ桁⑤19

93年

　▽中里橋（堤外地側）①主要地

方道一関北上線②一関市③167.0

㍍④単純ポステン方式ＰＣＴ桁＋

３径間連続ＰＣプレテンＰＣＴ桁

×２連⑤1993年

　▽上の橋①国道284号②一関市

③143.7㍍④単純ＰＣポステンＴ

桁橋＋単純ＰＣポステンＴ桁橋

（４連）、５径間連続ＲＣＴ桁橋、

単純非合成鈑桁橋（５連）⑤1951

年、1992年

　▽磐井橋①国

道284号②一関

市③147 .5㍍④

単純ＲＣＴ桁

橋、単純鋼下路

式トラス橋（３

連）、単純ＲＣＴ

桁（３連）⑤19

51年

　▽高館橋①平

泉町②一般県道

相川平泉線③62

5 .0㍍④５径間

連続ポステン方

式ＰＣ箱桁×２連⑤2001年

　▽旭町跨線橋①国道284号②一

関市③18.7㍍④単純ＰＣ中空床版

橋④1983年

　九戸村は、村の目標などを示す

第３次九戸村総合発展計画（仮称）

と、第２期九戸村人口ビジョン・

九戸村ふるさと振興戦略（仮称）

のそれぞれの骨子案をまとめた。

15日までパブリックコメントを実

施する。３月に村議会に諮問し、

議決を得て計画を決定する。４月

以降、次期計画に沿って施策を展

開していく。骨子案では、ナイン

ズ・プロジェクトと呼称する基本

計画９項目を設定しており、公共

インフラ保全プロジェクトなどを

推進する。

　同村は総合発展計画の骨子案に

おいて、「誰もが住みたい、住み続

けたい、九戸村をめざして～キュ

ート（九戸）な村のナインズ・プ

ロジェクト（九つの挑戦）」を目

標に設定。10年後の目指す姿（基

本目標）としては、▽定住人口を

増やし、出生数を維持するため、

「誰もが住みたい九戸村」をめざ

す▽いつまでも安心して暮らし続

けるため、「誰もが住み続けたい九

戸村」をめざす▽現在の危機を克

服し、持続可能な地域づくりを進

めるため、「スピード感をもって危

機を克服する九戸村」をめざす―

を掲げている。

　９項目からなるナインズ・プロ

ジェクト（基本計画）としては、

①交流・発信拡大プロジェクト②

雇用・産業拡大プロジェクト③住

宅・環境整備プロジェクト④子育

て・教育環境プロジェクト⑤保健

・福祉充実プロジェクト⑥安全・

安心プロジェクト⑦公共インフラ

保全プロジェクト⑧地域コミュニ

ティ活性化プロジェクト⑨住民協

働・行政改革プロジェクト―を設

定している。

　各プロジェクトの推進事業を見

ると、①では、集客・交流イベン

トの充実や、商店街などの賑わい

づくりの企画などの実施、オドデ

館への観光情報発信拠点の併設な

どを記載。②では、求人求職マッ

チング活動を役場も本格的に支援

するほか、村内立地企業などと連

携し、事業拡張を支援。村の主要

産業であるブロイラー事業者との

連携、産直施設オドデ館のリニュ

ーアルによる売り上げの拡大など

を目指す。集出荷施設の整備によ

る村内商品の外販・通販の充実や、

全国に向けた特産品のＰＲなども

進める。

　③の推進事業のうち、住宅整備

部門では、▽土地利用計画による

不動産の流動化を促進▽未利用村

有地や未利用私有地・空き家の有

効活用を検討▽村営住宅などの利

用方法の見直しと新規整備▽移住

定住に係る住居費用や村外通勤手

当の助成―を盛り込んだ。環境保

全部門においては、▽美しい村づ

くりを進めるパークビレッジ構想

策定と具体的な推進▽森林公園な

どの整備と活用▽公共施設の計画

的な保守または整備計画を策定▽

リサイクルセンターの村内整備に

よる家庭ゴミの分別処理等を推進

―を記載している。

　④の推進事業では、子育て支援

センターおよび子育て交流ひろば

（仮称）の整備のほか、保育園・

こども園の施設改修・設備更新な

どを盛り込んだ。さらに、住民主

導による小学校統合の具体的な検

討や、図書館などの生涯学習・住

民交流のための交流施設の整備検

討などに取り組んでいく。

　⑤では、感染症予防対策の強化

や地域診療の在り方の検討、高齢

者・障がい者支援の拡充などを図

っていく。

　⑥の推進事業としては、二戸消

防署九戸分署庁舎の整備や防災情

報伝達方法の充実による周知徹

底、自主防災組織の設置促進、消

防団の団員確保に向けた検討、歩

行者らのための交通危険個所の解

消推進などを記載。

　⑦の推進事業では、道路・橋梁

・上下水道などの公共インフラ保

全計画の策定をはじめ、計画的な

公共インフラの保全・補修・更新

などを実施する計画。⑧では、地

域振興交付金制度の創設などを推

進する。

　⑨では、除雪や防災など、村民

の暮らしを守り、利便性に即した

行政サービスの充実を図ってい

く。さらに、デジタル技術の導入

などで行政サービスの質の向上と

業務の効率化を推進するほか、公

共施設の保守・整備計画に合わせ

た中長期財政投資計画の策定を実

施する。

　ふるさと振興戦略の骨子案に関

しては、2030年の人口目標を5000

人とし、人口減少・少子化の抑制

や定住人口の拡大を推進する。定

住人口の拡大に向けた主な戦略と

しては、▽快適な住宅を増やし定

住を促進▽住みたいと思える村づ

くり▽村内の仕事を増やす▽村を

アピールし交流人口を増やす▽子

育て支援と教育環境の整備―を設

定している。


